
Information

【
募
集
内
容
】

●
募
集
人
員　
５
名
程
度

●
募
集
期
間

６
月
３
日
（
金
）
～
17
日
（
金
）

午
後
５
時
ま
で

●
応
募
資
格
　

・
高
校
生
以
上
（
未
成
年
者
は
、

保
護
者
及
び
学
校
の
承
諾
が
得

る
こ
と
の
出
来
る
方
）
大
学
生
、

社
会
人
も
可

・
泳
ぐ
こ
と
が
出
来
る
方

・
自
己
管
理
（
健
康
管
理
）
の
出

来
る
方

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

【
ア
ル
バ
イ
ト
の
内
容
】

●
仕
事
内
容

プ
ー
ル
監
視
・
プ
ー
ル
内
の
清

掃
等

●
場
所    

町
民
プ
ー
ル

●
期
間

７
月
中
旬
か
ら
８
月
下
旬
ま
で

の
期
間
中

※
勤
務
日
数
は
天
候
等
に
よ
っ
て

前
後
し
ま
す
が
、
10
～
15
日
を

予
定
。

●
勤
務
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

●
賃
金    

時
給
７
５
０
円
～

●
応
募
方
法

　

教
育
委
員
会
事
務
局
に
備
え
付

け
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局 

村
山

　

☎
（
３
７
）
２
１
１
２

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員

に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

●
受
験
資
格

①
高
卒
見
込
の
方
及
び
高
卒
後
３

年
を
経
過
し
て
い
な
い
方

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方

●
受
験
申
込
受
付
期
間
　

　

６
月
20
日
（
月
）
～
29
日
（
水
）

●
受
験
申
込
方
法

　

受
験
申
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
申
込
み
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申

し
込
め
な
い
場
合
は
、
受
験
申
込

受
付
期
間
前
に
仙
台
国
税
局
人
事

第
二
課
又
は
人
事
院
東
北
事
務
局

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
第
１
次
試
験
日

　

９
月
４
日
（
日
）

●
お
問
い
合
わ
せ

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験

研
修
係

　

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１

　

内
線
（
３
２
３
６
）

　

人
事
院
東
北
事
務
局

　

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２

　

仙
台
法
務
局
及
び
宮
城
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
６
月
27

日
か
ら
７
月
３
日
ま
で
の
７
日
間

を
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間
と
定
め
、

時
間
を
延
長
し
て
相
談
電
話
を
開

設
し
ま
す
。

　

学
校
に
お
け
る
「
い
じ
め
・
体
罰
」

や
家
庭
内
に
お
け
る
「
児
童
虐
待
」

な
ど
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な

人
権
問
題
に
つ
い
て
、
人
権
擁
護

委
員
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
開
設
期
間
及
び
時
間

①
６
月
27
日
（
月
）
～

　

７
月
１
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

②
７
月
２
日
（
土
）
～
３
日
（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
相
談
無
料
、
予
約
不
要
。
秘
密

は
固
く
守
り
ま
す
。

　

☎
０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ア
ル
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　

仙
台
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

☎
０
２
２
（
２
２
５
）
５
７
４
３

　

毎
年
６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
で
す
。

　

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、「
無
料
人
権

相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。
結
婚
・

離
婚
・
家
庭
の
い
ざ
こ
ざ
、
会
社

な
ど
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
や
体
罰
、

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
人
権

問
題
に
つ
い
て
、
人
権
擁
護
委
員

が
特
設
相
談
所
で
相
談
に
応
じ
ま

す
。

　

相
談
内
容
は
一
切
秘
密
に
扱
わ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

【
特
設
人
権
相
談
所
】

●
日
時　
６
月
４
日
（
土
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所
　

　

白
石
市
中
央
公
民
館

プ
ー
ル
監
視
員

ア
ル
バ
イ
ト
募
集

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
」
強
化
週
間

平
成
28
年
度
国
家
公
務

員
「
税
務
職
員
採
用
試

験
」（
高
校
卒
業
程
度
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　

仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局
内

　

人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　

☎
０
２
２
４
（
５
２
）
６
０
５
３

　

国
土
交
通
省
で
は
、
騒
音
の
増

大
を
招
く
、
マ
フ
ラ
ー
の
取
り
外

し
等
の
不
正
改
造
が
施
さ
れ
た
車

両
を
排
除
す
る
た
め
に
、「
不
正
改

造
車
を
排
除
す
る
運
動
」
を
全
国

的
に
展
開
し
ま
す
。
特
に
、
６
月

を
「
不
正
改
造
車
排
除
強
化
月
間
」

と
し
て
一
層
強
力
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の

機
会
に
不
正
改
造
の
防
止
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

そ
の
排
除
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま

す
。

　

早
期
再
就
職
に
向
け
た
職
業
訓

練
を
実
施
し
て
り
ま
す
。

●
募
集
訓
練
科
名
（
定
員
）

【
名
取
実
習
場
】

・
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
Ｎ
Ｃ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
科
（
16
）

・
溶
接
施
工
科
（
15
）

・
機
械
設
備
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
科

（
15
）

・
機
械
加
工
技
術
科
（
15
）

【
多
賀
城
実
習
場
】

・
電
気
設
備
技
術
科
（
20
）

●
訓
練
期
間

【
名
取
実
習
場
】　
６
ヶ
月

　

９
月
２
日
（
金
）
～

　

平
成
29
年
２
月
28
日
（
火
）

【
多
賀
城
実
習
場
】
７
ヶ
月

　

９
月
１
日
（
木
）
～

　

平
成
29
年
３
月
29
日
（
水
）

●
受
講
料　
無
料

　
（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

●
募
集
期
間

【
名
取
・
多
賀
城
実
習
場
】

　

６
月
20
日
（
月
）
～

　

７
月
14
日
（
木
）

※
居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）

を
通
じ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
入
所
選
考
日

【
名
取
・
多
賀
城
実
習
場
】

　

７
月
21
日
（
木
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城

　

訓
練
課

【
名
取
実
習
場
】

　

☎
０
２
２
（
７
８
４
）
２
８
２
０

【
多
賀
城
実
習
場
】

　

☎
０
２
２
（
３
６
２
）
２
４
５
４

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城

「
公
共
職
業
訓
練
平
成
28
年

９
月
入
所
受
講
生
募
集
」

「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
特
設
相
談
所

６
月
は
「
不
正
改
造
車
排

除
強
化
月
間
」
で
す
！

●
不
正
改
造
車
に
関
す
る
情
報
・

　
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ

国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
宮
城

運
輸
支
局
検
査
・
整
備
・
保
安

部
門

　

☎
０
２
２
（
２
３
５
）
２
５
１
７

　

６
月
１
日
か
ら
10
日
は
「
電
波

利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」で
す
。
電
波
は
航
空
機
や
船
舶
、

警
察
、
消
防
、
救
急
用
な
ど
、
私

た
ち
の
生
活
の
安
心
・
安
全
の
確

保
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
不
法
電

波
は
、
こ
ん
な
大
切
な
通
信
を
妨

害
し
て
私
た
ち
の
生
活
や
、
人
命

の
安
全
を
脅
か
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談

窓
口

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
０
６
４
１

総

務

省

か

ら
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